
議案第２３号 

 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例 

大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 手数料を徴収する事項 単位

等 

金額 

（略） 

３

３

か

ら

３

５

ま

削除 

 

 

 

 

 

 

 手数料を徴収する事項 単位

等 

金額 

（略） 

３

３ 

大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例（平成１

８年条例第４８号）の規定に基づく許可の申

請に対する審査 

特定事業許可申請手数料 

１件

につ

き 

２６ 

，０

００

円 

３

４ 

大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例の規定に

１件

につ

１６ 

，５



で  

 

 

 

 

 

（略） 

３

９ 

建築基

準法（ 

昭和２

５年法

律第２

０１号 

）第６

条第１

項又は

第１８

条第２

項（第

８７条

第１項 

、第８

７条の

４又は

１ 

建築

物に

関す

る確

認の

申請

又は

通知

に対

する

審査 

 右

欄に

掲げ

る金

額を

⑴ 建築

物に関す

る確認申

請手数料 

（確認を

受けた建

築物の計

画の変更

の場合及

び建築物

の移転、

大規模の

修繕、大

規模の模

様替又は

用途変更

の場合は 

（略） 

申請部分の床面積

の合計が３０㎡を

超え１００㎡以下

の場合 

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

２８ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

４３ 

，０

００

円 

（略） 

基づく変更許可の申請に対する審査 

特定事業変更許可申請手数料 

き ００

円 

３

５ 

大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例の規定に

基づく譲受け許可の申請に対する審査 

特定事業譲受け許可申請手数料 

１件

につ

き 

１６ 

，５

００

円 

（略） 

３

９ 

建築基

準法（ 

昭和２

５年法

律第２

０１号 

）第６

条第１

項又は

第１８

条第２

項（第

８７条

第１項 

、第８

７条の

４又は

（新

設） 

建築物に

関する確

認申請手

数料（確

認を受け

た建築物

の計画の

変更の場

合及び建

築物の移

転、大規

模の修繕 

、大規模

の模様替

又は用途

変更の場

合は、変

（略） 

申請部分の床面積

の合計が３０㎡を

超え１００㎡以下

の場合 

１件

につ

き 

１５ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

２３ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

３７ 

，０

００

円 

（略） 



第８８

条第１

項若し

くは第

２項に

おいて

準用す

る場合

を含む 

。）の

規定に

よる確

認の申

請又は

通知に

対する

審査 

合算

した

金額 

、変更、

移転、修

繕、模様

替等に係

る部分の

床面積の

２分の１

（床面積

の増加す

る部分に

あっては 

、増加す

る部分の

床面積）

を床面積

とする。 

） 

 

⑵ 仕様

基準（建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

建築

物が

一戸

建て

の住

宅で

ある

申請部分の

床面積の合

計が２００

㎡未満の場

合 

１件

につ

き 

１１ 

，０

００

円 

申請部分の

床面積の合

１件

につ

１３ 

，０

第８８

条第１

項若し

くは第

２項に

おいて

準用す

る場合

を含む 

。）の

規定に

よる確

認の申

請又は

通知に

対する

審査 

更、移転 

、修繕、

模様替等

に係る部

分の床面

積の２分

の１（床

面積の増

加する部

分にあっ

ては、増

加する部

分の床面

積）を床

面積とす

る。） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



法律（平

成２７年

法律第５

３号）第

２条第１

項第３号

に規定す

る建築物

エネルギ

ー消費性

能基準（ 

以下９４

の項にお

いて「建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準」とい

う。）で

あって、

市長が指

定するも

のをいう 

。９４の

場合 計が２００

㎡以上の場

合 

き ００

円 

建築

物が

長屋

又は

共同

住宅

であ

る場

合 

申請部分の

床面積の合

計が３００

㎡未満の場

合 

１件

につ

き 

２１ 

，０

００

円 

申請部分の

床面積の合

計が３００

㎡以上２，

０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３４ 

，０

００

円 

申請部分の

床面積の合

計が２，０

００㎡以上

５，０００

㎡未満の場

合 

１件

につ

き 

５４ 

，０

００

円 

申請部分の

床面積の合

計が５，０

１件

につ

き 

７１ 

，０

００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項におい

て同じ。 

）に適合

するかど

うかの審

査が必要

な建築物

について

は、右欄

に掲げる

場合の区

分に応じ 

、それぞ

れ次に定

める金額 

００㎡以上

の場合 

円 

２ 建築設備及

び工作物に関す

る確認申請手数

料 

（略） 

（略） 

４

１ 

建築基

準法第

７条第

４項又

建築物に関する

完了検査申請手

数料 

（略） 

申請部分の床面積

の合計が３０㎡を

超え１００㎡以下

１件

につ

き 

２２ 

，０

００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築設備及び工

作物に関する確

認申請手数料 

 

（略） 

（略） 

４

１ 

建築基

準法第

７条第

１項（ 

建築物に関する

完了検査申請手

数料 

（略） 

申請部分の床面積

の合計が３０㎡を

超え１００㎡以下

１件

につ

き 

２０ 

，０

００



は第１

８条第

２１項

（第８

７条の

４又は

第８８

条第１

項若し

くは第

２項に

おいて

準用す

る場合

を含む 

。）の

規定に

よる検

査 

の場合 円 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

３２ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

５０ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が５００㎡

を超え１，０００

㎡以下の場合 

１件

につ

き 

７５ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１，００

０㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件

につ

き 

９７ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２，００

０㎡を超え１０，

０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

１８

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が１０，０

１件

につ

２８

０，

第８７

条の４

又は第

８８条

第１項

若しく

は第２

項にお

いて準

用する

場合を

含む。 

）の規

定によ

る検査 

の場合 円 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

２５ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

３６ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が５００㎡

を超え１，０００

㎡以下の場合 

１件

につ

き 

６３ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１，００

０㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件

につ

き 

８１ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２，００

０㎡を超え１０，

０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

１５

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が１０，０

１件

につ

２４

０，



００㎡を超え５０ 

，０００㎡以下の

場合 

き ００

０円 

申請部分の床面積

の合計が５０，０

００㎡を超える場

合 

１件

につ

き 

５６

０，

００

０円 

（略） 

中間検査の合格

証交付を受けた

建築物に関する

完了検査申請手

数料 

（略） 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

２７ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

４２ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が５００㎡

を超え１，０００

㎡以下の場合 

１件

につ

き 

７３ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１，００

０㎡を超え２，０

１件

につ

き 

９３ 

，０

００

００㎡を超え５０ 

，０００㎡以下の

場合 

き ００

０円 

申請部分の床面積

の合計が５０，０

００㎡を超える場

合 

１件

につ

き 

４７

０，

００

０円 

（略） 

中間検査の合格

証交付を受けた

建築物に関する

完了検査申請手

数料 

（略） 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

２４ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

３５ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が５００㎡

を超え１，０００

㎡以下の場合 

１件

につ

き 

６１ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１，００

０㎡を超え２，０

１件

につ

き 

７８ 

，０

００



００㎡以下の場合 円 

申請部分の床面積

の合計が２，００

０㎡を超え１０，

０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

１６

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が１０，０

００㎡を超え５０ 

，０００㎡以下の

場合 

１件

につ

き 

２７

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が５０，０

００㎡を超える場

合 

１件

につ

き 

５５

０，

００

０円 

４

２ 

建築基

準法第

７条の

３第４

項又は

第１８

条第２

９項（ 

第８７

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

００㎡以下の場合 円 

申請部分の床面積

の合計が２，００

０㎡を超え１０，

０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が１０，０

００㎡を超え５０ 

，０００㎡以下の

場合 

１件

につ

き 

２３

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が５０，０

００㎡を超える場

合 

１件

につ

き 

４６

０，

００

０円 

４

２ 

建築基

準法第

７条の

３第１

項（第

８７条

の４又

は第８

８条第

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



条の４

又は第

８８条

第１項

におい

て準用

する場

合を含

む。）

の規定

による

検査 

 

（略） 

４

４ 

建築基準法第１２条第８項の規定による台

帳その他の書類に記載された事項について

の証明手数料 

１通

につ

き 

４５

０円 

（略） 

８

７

の

２ 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号）第１３７条の１２第６項の規定によ

る認定申請手数料 

１件

につ

き 

２７ 

，０

００

円 

８

７

の

建築基準法施行令第１３７条の１２第７項

の規定による認定申請手数料 

１件

につ

き 

２７ 

，０

００

１項に

おいて

準用す

る場合

を含む 

。）の

規定に

よる検

査 

 

 

 

 

（略） 

４

４ 

建築基準法第１２条第８項の規定による台 

帳その他の書類に記載された事項について 

の証明手数料 

１通

につ

き 

３０

０円 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



３ 円 

（略） 

８

９ 

長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

第６条

第２項

の規定

による

申出の

審査 

１ 建築基準法

第６条第１項に

規定する建築基

準関係規定に適

合するかどうか

の審査 

床面積（建築する

建築物の当該建築

に係る部分の床面

積に限る。）の合

計 

 

 

１件

につ

き 

 

 

 

 

３９

の項

の１

に規

定す

る金

額 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

８

９ 

長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

第６条

第２項

の規定

による

申出の

審査 

１ 建築基準法

第６条第１項に

規定する建築基

準関係規定に適

合するかどうか

の審査 

申請部分の床面積

の合計が３０㎡以

下の場合 

 

 

 

 

１件

につ

き 

９，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が３０㎡を

超え１００㎡以下

の場合 

１件

につ

き 

１５ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が１００㎡

を超え２００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

２３ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２００㎡

を超え５００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

３７ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が５００㎡

を超え１，０００

１件

につ

き 

６６ 

，０

００



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

９

２ 

都市の

低炭素

化の促

１ 

低炭

素建

⑴ 当該

低炭素建

築物新築

（略） 

 

 

㎡以下の場合 円 

申請部分の床面積

の合計が１，００

０㎡を超え２，０

００㎡以下の場合 

１件

につ

き 

９４ 

，０

００

円 

申請部分の床面積

の合計が２，００

０㎡を超え１０，

０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

１９

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が１０，０

００㎡を超え５０ 

，０００㎡以下の

場合 

１件

につ

き 

３１

０，

００

０円 

申請部分の床面積

の合計が５０，０

００㎡を超える場

合 

１件

につ

き 

５６

０，

００

０円 

（略） 

（略） 

９

２ 

都市の

低炭素

化の促

１ 

低炭

素建

⑴ 当該

低炭素建

築物新築

（略） 

 

 



進に関

する法

律（平

成２４

年法律

第８４

号）第

５３条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素建築

物新築

等計画

の認定 

築物

新築

等計

画の

認定

の申

請に

対す

る審

査 

等計画が

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項第

１号に掲

げる基準

（以下こ

の項にお

いて「低

炭素建築

物誘導基

準」とい

う。）に

適合して

いる旨を

証する書

類（住宅

の品質確

保の促進

等に関す

る法律（ 

 進に関

する法

律（平

成２４

年法律

第８４

号）第

５３条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素建築

物新築

等計画

の認定 

築物

新築

等計

画の

認定

の申

請に

対す

る審

査 

等計画が

都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第５４条

第１項第

１号に掲

げる基準

（以下こ

の項にお

いて「低

炭素建築

物誘導基

準」とい

う。）に

適合して

いる旨を

証する書

類（住宅

の品質確

保の促進

等に関す

る法律（ 

 



平成１１

年法律第

８１号）

第５条第

１項に規

定する登

録住宅性

能評価機

関又は建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律第１

４条第１

項に規定

する登録

建築物エ

ネルギー

消費性能

判定機関

が交付し

たものに

平成１１

年法律第

８１号）

第５条第

１項に規

定する登

録住宅性

能評価機

関又は建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律（平

成２７年

法律第５

３号）第

１５条第

１項に規

定する登

録建築物

エネルギ

ー消費性



限る。次

項にて同

じ。）の

添付があ

った場合 

 

 

 

 

（略） 

２ 

１の

申請

に併

せて

行う

建築

基準

法第

６条

第１

項に

規定

する

⑴ 床面積（建築物を建築す

る場合にあっては当該建築に

係る部分の床面積、大規模の

修繕又は大規模の模様替をす

る場合にあっては当該修繕又

は模様替に係る部分の床面積

の２分の１）の合計 

１件

につ

き 

 

 

 

 

３９

の項

の１

に規

定す

る金

額 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

能判定機

関が交付

したもの

に限る。

次項にて

同じ。）

の添付が

あった場

合 

（略） 

２ 

１の

申請

に併

せて

行う

建築

基準

法第

６条

第１

項に

規定

する

（新設） 

 

 

 

 

 

 

⑴ 床面

積（建築

物を建築

する場合

にあって

は当該建

築に係る

床面積の合計が３

０㎡以下の場合 

１件

につ

き 

９，

００

０円 

床面積の合計が３

０㎡を超え１００

㎡以下の場合 

１件

につ

き 

１５ 

，０

００

円 



建築

基準

関係

規定

に適

合す

るか

どう

かの

審査

の申

出に

対す

る審

査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築

基準

関係

規定

に適

合す

るか

どう

かの

審査

の申

出に

対す

る審

査 

部分の床

面積、大

規模の修

繕又は大

規模の模

様替をす

る場合に

あっては

当該修繕

又は模様

替に係る

部分の床

面積の２

分の１）

の合計が

次の区分

の場合 

床面積の合計が１

００㎡を超え２０

０㎡以下の場合 

１件

につ

き 

２３ 

，０

００

円 

床面積の合計が２

００㎡を超え５０

０㎡以下の場合 

１件

につ

き 

３７ 

，０

００

円 

床面積の合計が５

００㎡を超え１，

０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

６６ 

，０

００

円 

床面積の合計が１ 

，０００㎡を超え

２，０００㎡以下

の場合 

１件

につ

き 

９４ 

，０

００

円 

床面積の合計が２ 

，０００㎡を超え

１０，０００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

１９

０，

００

０円 

床面積の合計が１

０，０００㎡を超

え５０，０００㎡

以下の場合 

１件

につ

き 

３１

０，

００

０円 



 

 

 

 

（略） 

（略） 

９

４ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

１１条

第１項

又は第

１２条

第２項

の規定

に基づ

く建築

物エネ

ルギー

１ 

一戸

建て

の住

宅に

係る

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定 

⑴ 性能

基準（建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準であっ

て、市長

が指定す

るものを

いう。以

下この項

において

同じ。）

を用いる

場合 

ア 床面積の合計

が２００㎡未満の

場合 

１件

につ

き 

３２ 

，０

００

円 

イ 床面積の合計

が２００㎡以上の

場合 

 

１件

につ

き 

 

３６ 

，０

００

円 

 

⑵ 性能

基準と仕

様基準を

ア 床面積の合計

が２００㎡未満の

場合 

１件

につ

き 

２４ 

，０

００

床面積の合計が５

０，０００㎡を超

える場合 

１件

につ

き 

５６

０，

００

０円 

（略） 

（略） 

９

４ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

１２条

第１項

の規定

に基づ

く建築

物エネ

ルギー

消費性

能適合

性判定 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消費性

能適合

性判定 

併用する

場合 

  円 

イ 床面積の合計

が２００㎡以上の

場合 

１件

につ

き 

２６ 

，０

００

円 

２ 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

基準

等を

定め

る省

令（ 

平成

２８

年経

済産

業省 

、国

土交

⑴ モデ

ル建物法

（建築物

エネルギ

ー消費性

能基準で

あって、

市長が指

定するも

のをいう 

。以下こ

の項にお

いて同じ 

。）を用

いる場合 

 

 

 

 

ア 床面積の合計

が３００㎡未満の

場合 

１件

につ

き 

１８ 

，０

００

円 

イ 床面積の合計

が３００㎡以上１ 

，０００㎡未満の

場合 

（略） 

ウ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

エ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

８９ 

，０

００

円 

オ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

（略） 

 

 

 

 

 

１ 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

基準

等を

定め

る省

令（ 

平成

２８

年経

済産

業省 

、国

土交

⑴ モデ

ル建物法

（建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第２条第

１項第３

号に規定

する建築

物エネル

ギー消費

性能基準

（以下こ

の項及び

９９の項

において

（新設） 

 

 

 

ア 床面積の合計

が３００㎡以上１ 

，０００㎡未満の

場合 

（略） 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

８７ 

，０

００

円 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

（略） 



通省

令第

１号 

）第

１０

条第

１号

に規

定す

る工

場等

の用

途に

供す

る建

築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未満の場合 

カ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

キ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

ア 床面積の合計

が３００㎡未満の

場合 

１件

につ

き 

２１ 

，０

００

通省

令第

１号 

）第

１０

条第

１号

に規

定す

る工

場等

の用

途に

供す

る建

築物 

「建築物

エネルギ

ー消費性

能基準」

という。 

）であっ

て、市長

が指定す

るものを

いう。以

下この項

から９６

の項まで

において

同じ。）

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

未満の場合 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

（新設） 

 

 



力法（建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準であっ

て、市長

が指定す

るものを

いう。以

下この項

において

同じ。）

を用いる

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

イ 床面積の合計

が３００㎡以上１ 

，０００㎡未満の

場合 

（略） 

ウ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

４０ 

，０

００

円 

エ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９５ 

，０

００

円 

オ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

カ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

（略） 

キ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

力法（建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準であっ

て、市長

が指定す

るものを

いう。以

下この項

から９６

の項まで

において

同じ。）

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

 

ア 床面積の合計

が３００㎡以上１ 

，０００㎡未満の

場合 

（略） 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３９ 

，０

００

円 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９４ 

，０

００

円 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

１３

０，

００

０円 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

（略） 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 



３ 

１及

び２

に掲

げる

建築

物以

外の

建築

物に

係る

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定 

右欄

に掲

げる

金額

⑴ 住宅

部分（⑵

に係るも

のを除く 

。）につ

いて右欄

に掲げる

場合の区

分に応じ 

、それぞ

れ次に定

める金額 

ア 

性能

基準

を用

いる

場合 

（ア） 床

面積の合計

が２００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

３２ 

，０

００

円 

（イ） 床

面積の合計

が２００㎡

以上の場合 

 

 

１件

につ

き 

３６ 

，０

００

円 

イ 

性能

基準

と仕

様基

準を

併用

する

場合 

（ア） 床

面積の合計

が２００㎡

未満の場合 

 

 

１件

につ

き 

２４ 

，０

００

円 

（イ） 床

面積の合計

が２００㎡

以上の場合 

 

 

１件

につ

き 

２６ 

，０

００

円 

（削る） 

 

２ 

上記

以外

の建

築物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

(新

設） 

ア 床面積

の合計が１ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

イ 床面積

の合計が１ 

，０００㎡

以上２，０

００㎡未満

の場合 

１件

につ

き 

１３

０，

００

０円 

（新

設） 

ウ 床面積

の合計が２ 

，０００㎡

以上５，０

００㎡未満

の場合 

１件

につ

き 

２１

０，

００

０円 

エ 床面積

の合計が５ 

，０００㎡

以上１０，

０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

２８

０，

００

０円 

オ 床面積

の合計が１

１件

につ

３４

０，



を合

算し

た金

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 共同

住宅等の

部分につ

いて右欄

に掲げる

場合の区

分に応じ 

、それぞ

れ右欄に

定める金

額 

ア 

性能

基準

を用

いる

場合 

（ア） 床

面積の合計

が３００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

６５ 

，０

００

円 

（イ） 床

面積の合計

が３００㎡

以上２，０

００㎡未満

の場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

（ウ） 床

面積の合計

が２，００

０㎡以上５ 

，０００㎡

１件

につ

き 

１８

０，

００

０円 

０，０００

㎡以上２５ 

，０００㎡

未満の場合 

き ００

０円 

カ 床面積

の合計が２

５，０００

㎡以上の場

合 

１件

につ

き 

４０

０，

００

０円 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

（新

設） 

ア 床面積

の合計が１ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

２６

０，

００

０円 

イ 床面積

の合計が１ 

，０００㎡

以上２，０

００㎡未満

の場合 

１件

につ

き 

３３

０，

００

０円 

ウ 床面積

の合計が２ 

，０００㎡

以上５，０

００㎡未満

１件

につ

き 

４８

０，

００

０円 



未満の場合 

（エ） 床

面積の合計

が５，００

０㎡以上１

０，０００

㎡未満の場

合 

１件

につ

き 

２６

０，

００

０円 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 

性能

基準

と仕

様基

（ア） 床

面積の合計

が３００㎡

未満の場合 

 

１件

につ

き 

 

４８ 

，０

００

円 

 

の場合 

エ 床面積

の合計が５ 

，０００㎡

以上１０，

０００㎡未

満の場合 

 

１件

につ

き 

５９

０，

００

０円 

オ 床面積

の合計が１

０，０００

㎡以上２５ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

７０

０，

００

０円 

カ 床面積

の合計が２

５，０００

㎡以上の場

合 

１件

につ

き 

８０

０，

００

０円 

（新設） 

 

 

 

 



準を

併用

する

場合 

（イ） 床

面積の合計

が３００㎡

以上２，０

００㎡未満

の場合 

１件

につ

き 

８０ 

，０

００

円 

（ウ） 床

面積の合計

が２，００

０㎡以上５ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

（エ） 床

面積の合計

が５，００

０㎡以上の

場合 

１件

につ

き 

２０

０，

００

０円 

⑶ 非住

宅部分に

ついて右

欄に掲げ

る場合の

区分に応

じ、それ

ア 

モデ

ル建

物法

を用

いた

建築

（ア） 床

面積の合計

が３００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

 

８２ 

，０

００

円 

（イ） 床

面積の合計

が３００㎡

１件

につ

き 

１０

０，

００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



ぞれ右欄

に定める

金額 

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定 

以上１，０

００㎡未満

の場合 

０円 

（ウ） 床

面積の合計

が１，００

０㎡以上２ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

１３

０，

００

０円 

（エ） 床

面積の合計

が２，００

０㎡以上５ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

２２

０，

００

０円 

（オ） 床

面積の合計

が５，００

０㎡以上１

０，０００

㎡未満の場

合 

１件

につ

き 

２９

０，

００

０円 

（カ） 床

面積の合計

１件

につ

３４

０，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



が１０，０

００㎡以上

２５，００

０㎡未満の

場合 

き ００

０円 

（キ） 床

面積の合計

が２５，０

００㎡以上

の場合 

１件

につ

き 

４０

０，

００

０円 

イ 

標準

入力

法・

主要

室入

力法

を用

いた

建築

物エ

ネル

ギー

消費

（ア） 床

面積の合計

が３００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

 

２３

６，

４０

０円 

（イ） 床

面積の合計

が３００㎡

以上１，０

００㎡未満

の場合 

１件

につ

き 

２９

６，

２０

０円 

（ウ） 床

面積の合計

が１，００

０㎡以上２ 

１件

につ

き 

３８

０，

００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



性能

適合

性判

定 

，０００㎡

未満の場合 

（エ） 床

面積の合計

が２，００

０㎡以上５ 

，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

５３

１，

７０

０円 

（オ） 床

面積の合計

が５，００

０㎡以上１

０，０００

㎡未満の場

合 

１件

につ

き 

６５

８，

８０

０円 

（カ） 床

面積の合計

が１０，０

００㎡以上

２５，００

０㎡未満の

場合 

１件

につ

き 

７７

７，

７０

０円 

（キ） 床

面積の合計

１件

につ

８８

４，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



が２５，０

００㎡以上

の場合 

き ００

０円 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９

５ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

１２条

第２項

の規定

に基づ

く建築

物エネ

ルギー

消費性

能確保

計画の

変更に

係る建

築物エ

１ 

工場

等の

用途

に供

する

建築

物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のア

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のイ

に規

定す

る額

の２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネルギ

ー消費

性能適

合性判

定 

分の

１に

相当

する

額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のウ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のエ

に規

定す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のオ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のカ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のア

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

１件

につ

前項

の１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上２，０００㎡未

満の場合 

き の⑵

のイ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のウ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のエ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のオ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する

額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のカ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

２ 

上記

以外

の建

築物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のア

に規

定す

る額

の２

分の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１に

相当

する

額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のイ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のウ

に規

定す

る額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の２

分の

１に

相当

する

額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のエ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のオ

に規



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のカ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

のア

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のイ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

ウ 床面積の合計 １件 前項



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

につ

き 

の２

の⑵

のウ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のエ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のオ

に規

定す

る額

の２

分の

１に

相当

する

額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のカ

に規

定す

る額

の２

分の

１に



 

 

 

９

５ 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第２項又は第１２条第３

項の規定による建築物エネルギー消費性能

確保計画の変更に係る建築物エネルギー消

費性能適合性判定又は建築物エネルギー消

費性能確保計画の軽微な変更であることの

証明の申請に対する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件

につ

き 

前項

に掲

げる

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定の

区分

に応

じ、

それ

ぞれ

当該

手数

料の

金額

相当

する

額 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

の２

分の

１に

相当

する

金額 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９

６ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

１２条

第２項

又は第

１３条

第３項

に規定

する建

築物エ

ネルギ

ー消費

１ 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定を

受け

た計

画で

工場

等の

用途

に供

する

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のア

に規

定す

る額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のイ

に規

定す

る額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のウ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性能確

保計画

の軽微

な変更

である

ことの

証明の

申請に

対する

審査 

建築

物 

に規

定す

る額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のエ

に規

定す

る額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のオ

に規

定す

る額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑴

のカ

に規

定す

る額 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のア

に規

定す

る額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のイ

に規

定す

る額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のウ

に規

定す

る額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未満の場合 のエ

に規

定す

る額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のオ

に規

定す

る額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の１

の⑵

のカ

に規

定す

る額 

２ 

上記

以外

の建

築物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のア

に規

定す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合性判

定 

る額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のイ

に規

定す

る額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のウ

に規

定す

る額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のエ

に規

定す

る額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

１件

につ

前項

の２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上２５，０００

㎡未満の場合 

き の⑴

のオ

に規

定す

る額 

カ 床面積の合計

が２５，０００㎡

以上の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑴

のカ

に規

定す

る額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計

が１，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のア

に規

定す

る額 

イ 床面積の合計

が１，０００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のイ

に規



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定す

る額 

ウ 床面積の合計

が２，０００㎡以

上５，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のウ

に規

定す

る額 

エ 床面積の合計

が５，０００㎡以

上１０，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のエ

に規

定す

る額 

オ 床面積の合計

が１０，０００㎡

以上２５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項

の２

の⑵

のオ

に規

定す

る額 

カ 床面積の合計 １件 前項



 

 

 

 

 

 

９

６ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

２９条

第１項

の規定

による

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画の認

１ 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

の認

定の

申請

に対

する

審査 

 一

の建

築物

⑴ 当該

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

が建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第３０条

第１項第

１号に掲

げる基準

（以下こ

の項及び

次項にお

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が２５，０００㎡

以上の場合 

につ

き 

の２

の⑵

のカ

に規

定す

る額 

９

７ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

３４条

第１項

の規定

による

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画の認

１ 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

の認

定の

申請

に対

する

審査 

 一

の建

築物

⑴ 当該

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

が建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第３５条

第１項第

１号に掲

げる基準

（以下こ

の項及び

次項にお

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定 ごと

に次

に掲

げる

場合

の区

分に

応じ 

、そ

れぞ

れ次

に定

める

金額

を算

出し

て得

た金

額を

合算

した

金額 

いて「建

築物エネ

ルギー消

費性能誘

導基準」

という。 

）に適合

している

旨を証す

る書類（ 

住宅の品

質確保の

促進等に

関する法

律第５条

第１項に

規定する

登録住宅

性能評価

機関又は

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

 定 ごと

に次

に掲

げる

場合

の区

分に

応じ 

、そ

れぞ

れ次

に定

める

金額

を算

出し

て得

た金

額を

合算

した

金額 

いて「建

築物エネ

ルギー消

費性能誘

導基準」

という。 

）に適合

している

旨を証す

る書類（ 

住宅の品

質確保の

促進等に

関する法

律第５条

第１項に

規定する

登録住宅

性能評価

機関又は

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

 



等に関す

る法律第

１４条第

１項に規

定する登

録建築物

エネルギ

ー消費性

能判定機

関が交付

したもの

に限る。

次項にお

いて同じ 

。）添付

があった

場合 

⑵ 上記

以外の場

合 

ア 

一戸

建て

の住

宅（ 

性能

基準

（ア

） 

誘導

性能

基準

（建

築物

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

１件

につ

き 

３２ 

，０

００

円 

等に関す

る法律第

１５条第

１項に規

定する登

録建築物

エネルギ

ー消費性

能判定機

関が交付

したもの

に限る。

次項にお

いて同じ 

。）添付

があった

場合 

⑵ 上記

以外の場

合 

ア 

一戸

建て

の住

宅（ 

性能

基準

（新

設） 

 

 

 

 

 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

１件

につ

き 

３１ 

，０

００

円 



（建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て、

市長

が指

定す

るも

のを

いう 

。以

下こ

の項

にお

いて

同じ 

。）

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て、

市長

が指

定す

るも

のを

いう 

。以

下こ

の項

及び

次項

にお

いて

同じ 

。）

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

３６ 

，０

００

円 

（建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て、

市長

が指

定す

るも

のを

いう 

。以

下こ

の項

にお

いて

同じ 

。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

３５ 

，０

００

円 



を用

いる

もの

に限

る。

）の

場合 

を用

いる

場合 

（イ

） 

誘導

仕様

基準

（建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て市

長が

指定

する

もの

をい

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１８ 

，０

００

円 

を用

いる

もの

に限

る。

）の

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



う。

以下

この

項及

び次

項に

おい

て同

じ。

）を

用い

る場

合 

（ウ

） 

誘導

性能

基準

と誘

導仕

様基

準を

併用

する

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

２４ 

，０

００

円 

申請 １件 ２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



場合 する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

につ

き 

，０

００

円 

イ 

アに

掲げ

る申

請以

外の

場合 

（ア） 住

宅部分（（ 

エ）から（ 

カ）までに

係るものを

除き、誘導

性能基準を

用いるもの

に限る。） 

１件

につ

き 

９４

の項

の右

欄３

の⑴

のア

に規

定す

る金

額 

（イ

） 

住宅

分部

（（

申請

する

床面

積の

合計

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 

アに

掲げ

る申

請以

外の

場合 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア

） 

住宅

部分

（（

申請

する

床面

積の

合計

１件

につ

き 

３１ 

，０

００

円 



エ）

から

（カ

）ま

でに

係る

もの

を除

き、

誘導

仕様

基準

を用

いる

もの

に限

る。

） 

が２

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１８ 

，０

００

円 

（ウ） 住

宅部分（（ 

エ）から（ 

カ）までに

係るものを

除き、誘導

１件

につ

き 

９４

の項

の３

の⑴

のイ

に規

イ）

に係

るも

のを

除き 

、性

能基

準を

用い

るも

のに

限る 

。） 

 

 

 

 

 

が２

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

３５ 

，０

００

円 

（新設） 

 

 

 

 

 



性能基準と

誘導仕様基

準を併用す

るものに限

る。） 

定す

る金

額 

（エ） 共

同住宅等の

部分（誘導

性能基準を

用いるもの

に限る。） 

 

 

 

１件

につ

き 

９４

の項

の３

の⑵

のア

に規

定す

る金

額 

（オ

） 

共同

住宅

等の

部分

（誘

導仕

様基

準を

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

３１ 

，０

００

円 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ

） 

共同

住宅

等の

部分

（性

能基

準を

用い

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

６３ 

，０

００

円 



用い

るも

のに

限る 

。） 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

５３ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

１件

につ

き 

９７ 

，０

００

円 

るも

のに

限る 

。） 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

１件

につ

き 

１８

０，

００

０円 



，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

（カ） 共

同住宅等の

部分（誘導

性能基準と

誘導仕様基

準を併用す

るものに限

る。） 

１件

につ

き 

９４

の項

の３

の⑵

のイ

に規

定す

る金

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

２５

０，

００

０円 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 



額 

（キ） 非

住宅部分（ 

モデル建物

法（建築物

エネルギー

消費性能誘

導基準であ

って、市長

が指定する

ものをいう 

。次項にお

いて同じ。 

）を用いる

ものに限る 

。） 

１件

につ

き 

９４

の項

の３

の⑶

のア

に規

定す

る金

額 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ

） 

非住

宅部

分（ 

モデ

ル建

物法

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

１件

につ

き 

８０ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て、

市長

が指

定す

るも

のを

いう 

。次

項及

び９

９の

項に

おい

て同

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上１ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１ 

，０

００

１件

につ

き 

１３

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じ。

）を

用い

るも

のに

限る 

。） 

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

２１

０，

００

０円 

申請

する

１件

につ

２８

０，



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上１

０，

００

０㎡

未満

の場

合 

き ００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１

０，

００

０㎡

以上

１件

につ

き 

３４

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ク

） 

非住

宅部

分（ 

標準

申請

する

床面

積の

合計

が３

１件

につ

き 

２３

６，

４０

０円 

２５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

４０

０，

００

０円 

（エ

） 

非住

宅部

分（ 

標準

申請

する

床面

積の

合計

が３

１件

につ

き 

２１

０，

００

０円 



入力

法・

主要

室入

力法

（建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て、

市長

が指

定す

るも

のを

いう 

。次

項及

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上１ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

２９

５，

２０

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１ 

１件

につ

き 

３８

０，

００

０円 

入力

法・

主要

室入

力法

（建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能誘

導基

準で

あっ

て、

市長

が指

定す

るも

のを

いう 

。次

項及

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上１ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

２６

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１ 

１件

につ

き 

３３

０，

００

０円 



び９

９の

項に

おい

て同

じ。

）を

用い

るも

のに

限る 

。） 

，０

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

５３

１，

７０

０円 

び９

９の

項に

おい

て同

じ。

）を

用い

るも

のに

限る 

。） 

，０

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

４８

０，

００

０円 



申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上１

０，

００

０㎡

未満

の場

合 

１件

につ

き 

６５

８，

８０

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１

０，

００

１件

につ

き 

７７

７，

７０

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上１

０，

００

０㎡

未満

の場

合 

１件

につ

き 

５９

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１

０，

００

１件

につ

き 

７０

０，

００

０円 



０㎡

以上

２５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

８８

４，

００

０円 

２ 

１の

申請

に併

⑴ 床面積（建築物の計画の

変更に係る部分にあっては当

該計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１、床面積の増

１件

につ

き 

３９

の項

の１

に規

０㎡

以上

２５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

８０

０，

００

０円 

２ 

１の

申請

に併

⑴ 床面積（建築物の計画の

変更に係る部分にあっては当

該計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１、床面積の増

１件

につ

き 

９３

の項

の２

の⑴



せて

行う

建築

基準

法第

６条

第１

項に

規定

する

建築

基準

関係

規定

に適

合す

るか

どう

かの

審査 

加する部分にあっては当該増

加する部分の床面積、建築物

の計画を変更し、大規模の修

繕又は大規模の模様替をする

場合にあっては当該計画の変

更に係る部分の床面積の２分

の１）の合計 

定す

る金

額 

⑵ 構造計算適合性判定を要

する建築物に該当する建築物

について 

 

 

 

１件

につ

き 

３９

の項

の２

に規

定す

る金

額 

 

（略） 

 

 

 

 

９

７ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

１ 

建築

物エ

ネル

⑴ 当該

計画の変

更が建築

物エネル

ア 計画の認定を

受けた一戸建ての

住宅の場合 

前項の１の

⑴のアに規

定する金額

の２分の１

せて

行う

建築

基準

法第

６条

第１

項に

規定

する

建築

基準

関係

規定

に適

合す

るか

どう

かの

審査 

加する部分にあっては当該増

加する部分の床面積、建築物

の計画を変更し、大規模の修

繕又は大規模の模様替をする

場合にあっては当該計画の変

更に係る部分の床面積の２分

の１）の合計 

に規

定す

る金

額 

⑵ 構造計算適合性判定を要

する建築物に該当する建築物

について 

１件

につ

き 

９３

の項

の２

の⑵

に規

定す

る金

額 

（略） 

９

８ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

１ 

建築

物エ

ネル

⑴ 当該

計画の変

更が建築

物エネル

ア 計画の認定を

受けた一戸建ての

住宅の場合 

前項の１の

⑴のアに規

定する額の

２分の１に



能の向

上等に

関する

法律第

３１条

第１項

の規定

による

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画の変

更認定 

ギー

消費

性能

向上

計画

（以

下こ

の項

（２

を除

く。

）に

おい

て「 

計画 

」と

いう 

。）

の変

更の

認定

の申

請に

対す

ギー消費

性能誘導

基準に適

合してい

る旨を証

する書類

の添付が

あった場

合 

に相当する

金額 

イ 新たに追加す

る一戸建ての住宅

の場合 

前項の１の

⑴のアに規

定する金額 

ウ ア及び

イに掲げる

申請以外の

場合 

（ア

） 

計画

の認

定を

受け

た住

宅部

分（ 

（イ

）に

規定

する

もの

を除

く。

） 

前項の１の

⑴のイの（ 

ア）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

（イ

） 

前項の１の

⑴のイの（ 

能の向

上等に

関する

法律第

３６条

第１項

の規定

による

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画の変

更認定 

ギー

消費

性能

向上

計画

（以

下こ

の項

（２

を除

く。

）に

おい

て「 

計画 

」と

いう 

。）

の変

更の

認定

の申

請に

対す

ギー消費

性能誘導

基準に適

合してい

る旨を証

する書類

の添付が

あった場

合 

相当する額 

 

イ 新たに追加す

る一戸建ての住宅

の場合 

前項の１の

⑴のアに規

定する額 

ウ ア及び

イに掲げる

申請以外の

場合 

（ア

） 

計画

の認

定を

受け

た住

宅部

分（ 

（イ

）に

規定

する

もの

を除

く。

） 

前項の１の

⑴のイの（ 

ア）に規定

する額の２

分の１に相

当する額 

（イ

） 

前項の１の

⑴のイの（ 



る審

査 

一の

建築

物ご

とに

次に

掲げ

る場

合の

区分

に応

じ、

それ

ぞれ

次に

定め

る金

額を

算出

して

得た

金額

を合

計画

の認

定を

受け

た共

同住

宅等

の部

分 

イ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

（ウ

） 

計画

の認

定を

受け

た非

住宅

部分 

前項の１の

⑴のイの（ 

ウ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

（エ

） 

新た

に追

加す

る住

前項の１の

⑴のイに規

定する金額 

る審

査 

一の

建築

物ご

とに

次に

掲げ

る場

合の

区分

に応

じ、

それ

ぞれ

次に

定め

る金

額を

算出

して

得た

金額

を合

計画

の認

定を

受け

た共

同住

宅等

の部

分 

イ）に規定

する額の２

分の１に相

当する額 

（ウ

） 

計画

の認

定を

受け

た非

住宅

部分 

前項の１の

⑴のイの（ 

ウ）に規定

する額の２

分の１に相

当する額 

（エ

） 

新た

に追

加す

る住

前項の１の

⑴のイに規

定する額 



算し

た金

額 

宅部

分、

共同

住宅

等の

部分

又は

非住

宅部

分 

⑵ 上記

以外の場

合 

ア 計画の認定を

受けた一戸建ての

住宅の場合 

前項の１の

⑵のアに規

定する金額

の２分の１

に相当する

金額 

イ 新たに追加す

る一戸建ての住宅

の場合 

前項の１の

⑵のアに規

定する金額 

ウ ア及び

イに掲げる

申請以外の

場合 

（ア

） 

計画

の認

定を

前項の１の

⑵のイの（ 

ア）に規定

する金額の

２分の１に

算し

た金

額 

宅部

分、

共同

住宅

等の

部分

又は

非住

宅部

分 

⑵ 上記

以外の場

合 

ア 計画の認定を

受けた一戸建ての

住宅の場合 

前項の１の

⑵のアに規

定する額の

２分の１に

相当する額 

 

イ 新たに追加す

る一戸建ての住宅

の場合 

前項の１の

⑵のアに規

定する額 

ウ ア及び

イに掲げる

申請以外の

場合 

（ア

） 

計画

の認

定を

前項の１の

⑵のイの（ 

ア）に規定

する額の２

分の１に相



受け

た住

宅部

分（ 

（エ

）か

ら（ 

カ）

まで

に規

定す

るも

のを

除き 

、誘

導性

能基

準を

用い

るも

のに

限る 

。） 

相当する金

額 

（イ 前項の１の

受け

た住

宅部

分（ 

（イ

）に

規定

する

もの

を除

く。

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当する額 

（新設） 



） 

計画

の認

定を

受け

た住

宅部

分（ 

（エ

）か

ら（ 

カ）

まで

に規

定す

るも

のを

除き 

、誘

導仕

様基

準を

用い

るも

⑵のイの（ 

イ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



のに

限る 

。） 

（ウ

） 

計画

の認

定を

受け

た住

宅部

分（ 

（エ

）か

ら（ 

カ）

まで

に規

定す

るも

のを

除き 

、誘

導性

前項の１の

⑵のイの（ 

ウ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



能基

準と

誘導

仕様

基準

を併

用す

るも

のに

限る 

。） 

（エ

） 

計画

の認

定を

受け

た共

同住

宅等

の部

分（ 

誘導

性能

前項の１の

⑵のイの（ 

エ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ

） 

計画

の認

定を

受け

た共

同住

宅等

の部

分（ 

誘導

性能

前項の１の

⑵のイの（ 

イ）に規定

する額の２

分の１に相

当する額 



基準

を用

いる

もの

に限

る。

） 

（オ

） 

計画

の認

定を

受け

た共

同住

宅等

の部

分（ 

誘導

仕様

基準

を用

いる

もの

前項の１の

⑵のイの（ 

オ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

基準

を用

いる

もの

に限

る。

） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



に限

る。

） 

（カ

） 

計画

の認

定を

受け

た共

同住

宅等

の部

分（ 

誘導

性能

基準

と誘

導仕

様基

準を

併用

する

もの

前項の１の

⑵のイの（ 

カ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



に限

る。

） 

（キ

） 

計画

の認

定を

受け

た非

住宅

部分

（モ

デル

建物

法を

用い

るも

のに

限る 

。） 

前項の１の

⑵のイの（ 

キ）に規定

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

（ク

） 

計画

前項の１の

⑵のイの（ 

ク）に規定

 

 

 

（ウ

） 

計画

の認

定を

受け

た非

住宅

部分

（モ

デル

建物

法を

用い

るも

のに

限る 

。） 

前項の１の

⑵のイの（ 

ウ）に規定

する額の２

分の１に相

当する額 

（エ

） 

計画

前項の１の

⑵のイの（ 

エ）に規定



の認

定を

受け

た非

住宅

部分

（標

準入

力法 

・主

要室

入力

法を

用い

るも

のに

限る 

。） 

する金額の

２分の１に

相当する金

額 

（ケ

） 

新た

に追

加す

る住

前項の１の

⑵のイに規

定する金額 

の認

定を

受け

た非

住宅

部分

（標

準入

力法 

・主

要室

入力

法を

用い

るも

のに

限る 

。） 

する額の２

分の１に相

当する額 

（オ

） 

新た

に追

加す

る住

前項の１の

⑵のイに規

定する額 



宅部

分、

共同

住宅

等の

部分

又は

非住

宅部

分 

（略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅部

分、

共同

住宅

等の

部分

又は

非住

宅部

分 

（略） 

９

９ 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

４１条

第１項

の規定

による

建築物

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

認定

の申

請に

対す

る審

査 

⑴ 当該

建築物の

エネルギ

ー消費性

能が建築

物エネル

ギー性能

基準に適

合してい

る旨を証

する書類

（住宅の

品質確保

ア 一戸建ての住

宅の場合 

１件

につ

き 

４，

７０

０円 

イ 共同住

宅等の場合

（共用部分

を計算しな

い評価方法

（建築物エ

ネルギー消

費性能基準

であって、

市長が指定

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

９，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のエネ

ルギー

消費性

能の認

定 

の促進等

に関する

法律第５

条第１項

に規定す

る登録住

宅性能評

価機関又

は建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第１５条

第１項に

規定する

登録建築

物エネル

ギー消費

性能判定

機関が交

付したも

のに限る 

するものを

いう。）を

用いる場合

にあっては 

、共用部分

の床面積を

除く。ウの

（イ）並び

に⑵のエか

らカまで及

びキの（エ 

）から（カ 

）までにお

いて同じ。 

） 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１８ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

１件

につ

き 

４１ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。）の添

付があっ

た場合 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積が

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

７４ 

，０

００

円 

ウ 

一の

建築

物全

体の

場合

（ア

及び

イに

（ア） 住

宅部分（（ 

イ）に係る

ものを除く 

。） 

１件

につ

き 

４，

７０

０円 

（イ

） 

共同

住宅

申請

する

床面

積の

１件

につ

き 

９，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲げ

る場

合を

除く 

。） 

等の

部分 

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１８ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

１件

につ

き 

４１ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

７４ 

，０

００

円 

（ウ

） 

申請

する

１件

につ

９，

００



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非住

宅部

分 

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

き ０円 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上１ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１５ 

，０

００

円 

申請

する

１件

につ

２５ 

，０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面

積の

合計

が１ 

，０

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

き ００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

１件

につ

き 

７４ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上１

０，

００

０㎡

未満

の場

合 

１件

につ

き 

１１

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

が１

０，

００

０㎡

以上

２５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

１８

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 上記

以外の場

合 

ア 一戸建

ての住宅（ 

モデル住宅

法（建築物

エネルギー

消費性能基

準があって 

、市長が指

定するもの

をいう。以

下この項に

おいて同じ 

。）を用い

るものに限

る。）の場

合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１７ 

，０

００

円 

イ 一戸建

ての住宅（ 

仕様基準（ 

建築物エネ

申請

する

床面

積の

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルギー消費

性能基準で

あって、市

長が指定す

るものをい

う。以下こ

の項におい

て同じ。）

を用いるも

のに限る。 

）の場合 

合計

が２

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１７ 

，０

００

円 

ウ 一戸建

ての住宅（ 

性能基準（ 

建築物エネ

ルギー消費

性能基準で

あって、市

長が指定す

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡未

１件

につ

き 

３１ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るものをい

う。以下こ

の項におい

て同じ。）

を用いるも

のに限る。 

）の場合 

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

３５ 

，０

００

円 

エ 共同住

宅等（フロ

ア入力法（ 

建築物エネ

ルギー消費

性能基準で

あって、市

長が指定す

るものをい

う。以下こ

の項におい

て同じ。）

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

３０ 

，０

００

円 

申請

する

１件

につ

５２ 

，０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を用いるも

のに限る。 

）の場合 

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

き ００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

１件

につ

き 

９５ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

オ 共同住

宅等（仕様

基準を用い

るものに限

る。）の場

合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

３０ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

５２ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

１件

につ

き 

９５ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

カ 共同住

宅等（性能

基準を用い

るものに限

る。）の場

合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

１件

につ

き 

６３ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

１件

につ

き 

１８

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

２５

０，

００

０円 

キ 

一の

建築

物全

体の

場合

（ア

） 

住宅

（（

エ）

から

申請

する

床面

積の

合計

が２

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア

から

エま

でに

掲げ

る場

合を

除く 

。） 

（カ

）ま

でに

係る

もの

を除

き、

モデ

ル住

宅法

を用

いる

もの

に限

る。

） 

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１７ 

，０

００

円 

（イ

） 

住宅

部分

（（

エ）

から

（カ

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡未

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）ま

でに

係る

もの

を除

き、

仕様

基準

を用

いる

もの

に限

る。

） 

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１７ 

，０

００

円 

（ウ

） 

住宅

部分

（（

エ）

から

（カ

）ま

でに

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

３１ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係る

もの

を除

き、

性能

基準

を用

いる

もの

に限

る。

） 

申請

する

床面

積の

合計

が２

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

３５ 

，０

００

円 

（エ

） 

共同

住宅

等の

部分

（フ

ロア

入力

法を

用い

るも

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

３０ 

，０

００

円 

申請

する

１件

につ

５２ 

，０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のに

限る 

。） 

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

き ００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

１件

につ

き 

９５ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

（オ

） 

共同

住宅

等部

分（ 

仕様

基準

を用

いる

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

３０ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もの

に限

る。

） 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

５２ 

，０

００

円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

１件

につ

き 

９５ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

１４

０，

００

０円 

（カ

） 

共同

住宅

等部

分（ 

性能

基準

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡未

１件

につ

き 

６３ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を用

いる

もの

に限

る。

） 

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

１件

につ

き 

１８

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上の

場合 

１件

につ

き 

２５

０，

００

０円 

（キ

） 

非住

宅等

部分

（モ

申請

する

床面

積の

合計

が３

１件

につ

き 

８０ 

，０

００

円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デル

建物

法を

用い

るも

のに

限る 

。） 

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上１ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

１０

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１ 

１件

につ

き 

１３

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

，０

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

２１

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上１

０，

００

０㎡

未満

の場

合 

１件

につ

き 

２８

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１

０，

００

１件

につ

き 

３４

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０㎡

以上

２５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

４０

０，

００

０円 

（ク

） 

非住

宅部

申請

する

床面

積の

１件

につ

き 

２１

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分（ 

標準

入力

法・

主要

室入

力法

を用

いる

もの

に限

る。

） 

合計

が３

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が３

００

㎡以

上１ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

１件

につ

き 

２６

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

１件

につ

き 

３３

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

が１ 

，０

００

㎡以

上２ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２ 

，０

００

㎡以

上５ 

，０

００

㎡未

１件

につ

き 

４８

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が５ 

，０

００

㎡以

上１

０，

００

０㎡

未満

の場

合 

１件

につ

き 

５９

０，

００

０円 

申請

する

床面

積の

合計

が１

１件

につ

き 

７０

０，

００

０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９

８

（略） 

０，

００

０㎡

以上

２５ 

，０

００

㎡未

満の

場合 

申請

する

床面

積の

合計

が２

５，

００

０㎡

以上

の場

合 

１件

につ

き 

８０

０，

００

０円 

１

０

（略） 



～

１

０ 

３ 

 

１

０

４ 

 

宅地造成及

び特定盛土

等規制法（ 

昭和３６年

法律第１９

１号）第１

８条第１項

の規定によ

る宅地造成

若しくは特

定盛土等に

関する中間

検査又は第

３７条第１

項の規定に

よる特定盛

土等に関す

る中間検査 

中間検査を行う部分の土地の

面積の合計が３，０００㎡以

下の場合 

１件

につ

き 

３，

７０

０円 

中間検査を行う部分の土地の

面積の合計が３，０００㎡を

超え２０，０００㎡以下の場

合 

１件

につ

き 

５，

６０

０円 

中間検査を行う部分の土地の

面積の合計が２０，０００㎡

を超え４０，０００㎡以下の

場合 

１件

につ

き 

９，

４０

０円 

中間検査を行う部分の土地の

面積の合計が４０，０００㎡

を超え７０，０００㎡以下の

場合 

１件

につ

き 

１６ 

，０

００

円 

中間検査を行う部分の土地の

面積の合計が７０，０００㎡

を超え１００，０００㎡以下

の場合 

１件

につ

き 

２８ 

，０

００

円 

０

～

１

０

５ 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中間検査を行う部分の土地の

面積の合計が１００，０００

㎡を超える場合 

１件

につ

き 

３９ 

，０

００

円 
 

 

 

 

 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表中１０４の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の大田原市手数料条例の規定は、令和７年４月１日以後に申請があった手数

料について適用し、同日前までに申請のあった手数料については、なお従前の例による。 

３ 大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年条例第●

号。以下「改正条例」という。）附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる改正条例による改正前の大田原市土

砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成１８年条例第４８号）第１７条第１項の変更の許可

の申請及び第２６条第１項の譲受けの許可の申請に係るこの条例による改正前の大田原市手数料条例別表３４の項及び３５の項

に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

 


